
【県版　新旧対照表】

ページ番号

P.10

P.11 発注者回答この日までに欲しいです

チェック後修正

改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

5）間接工事費等の項目別対象表 

間 接 工 事 費 等 共 通 仮 設 費 現 場 管 理 費 一般管理費等 

対象額 
項 目 対 象 額 直接工事費＋共通 

仮設費＝純工事費 
純工事費＋現 場 
管理費＝工事原価 

桁 等 購 入 費 × ○ ○ 

処 分 費 等 処分費等（投棄料・上下水道料金・有料道路利用料 
の取扱いは、（注）（ト）参照） 

 

5）間接工事費等の項目別対象表 

間 接 工 事 費 等 共 通 仮 設 費 現 場 管 理 費 一般管理費等 

対象額 
項 目 対 象 額 直接工事費＋共通 

仮設費＝純工事費 
純工事費＋現 場 
管理費＝工事原価 

桁 等 購 入 費 × ○ ○ 

処 分 費 等 処分費等（投棄料・上下水道料金・有料道路利用料 
の取扱いは、（注）（ヘ）参照） 

 



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.19

P.24



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.26

P.28

P.29



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.38 R6.4改定



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.39 R6.4改定



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.61

P.67

P.71

P.76



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.78

P.92

P.95

（注） 工期延長等に伴い発注者が新たに受取り対象とした材料、直接労務及び直接経費に係る費用は、該当

する工種に追加計上し、設計変更により処理するものとする。 
（注） 工期延長等に伴い発注者が新たに受取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該

当する工種に追加計上し、設計変更を行うものとする。 

2－2 工期延長等に伴う現場維持等に要する費用 2－2 工期延長等に伴う現場維持等に要する費用（標準積算） 

タ 地 代 

現場管理費の内，営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計

上されている地代の工期延長等期間の費用 

レ 福利厚生費等 

現場管理費の内，現場常駐の従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費

として現場管理費率の中に計上されている費用の工期延長等期間中の費用 

タ 地 代 

現場管理費のうち，営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に

計上されている地代の工期延長等期間の費用 

レ 福利厚生費等 

現場管理費のうち，現場常駐の従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通

費として現場管理費率の中に計上されている費用の工期延長等期間中の費用 



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.97

P.98

P.99

P.100

一般交通

影響無し
大都市

一般交通影

響有り(1)

一般交通影

響有り(2)

市街地(DID

補正)

山間僻地及

び離島

一般交通

影響無し
大都市

一般交通影

響有り(1)

一般交通影

響有り(2)

市街地(DID

補正)

山間僻地及

び離島

河川工事 1901.4 - 2116.7 2104.1 2104.1 1939.0 -0.3284 - -0.3275 -0.3280 -0.3280 -0.3269 13.3999 0.1615

河川・道路構造物工事 410.4 - 453.5 452.4 452.4 413.5 -0.2019 - -0.2004 -0.2012 -0.2012 -0.1994 1.0955 0.3057

海岸工事 521.4 - 550.7 561.8 561.8 488.2 -0.2306 - -0.2255 -0.2280 -0.2280 -0.2224 4.2009 0.2226

道路改良工事 78.9 - 87.2 87.0 87.0 79.4 -0.0714 - -0.0698 -0.0706 -0.0706 -0.0688 2.4722 0.2611

鋼橋架設工事 4760.3 5819.2 5307.1 5271.4 5307.1 4867.7 -0.3805 -0.3793 -0.3796 -0.3801 -0.3796 -0.3791 8.9850 0.2036

ＰＣ橋工事 1238.0 - 1436.8 1399.1 1399.1 1351.0 -0.2884 - -0.2907 -0.2895 -0.2895 -0.2921 0.5348 0.3394

橋梁保全工事 3393.5 - 3979.5 3855.9 4318.8 3764.5 -0.3455 - -0.3485 -0.3470 -0.3483 -0.3504 1.6260 0.2838

舗装工事 923.0 1331.5 1162.5 1087.6 1254.4 1149.1 -0.2725 -0.2837 -0.2807 -0.2767 -0.2801 -0.2858 0.7817 0.3147

共同溝等工事

(1)
213.2 - 247.5 241.0 241.0 232.8 -0.1455 - -0.1480 -0.1468 -0.1468 -0.1496 0.4678 0.3598

共同溝等工事

(2)
314.1 - 363.9 354.7 354.7 341.7 -0.1833 - -0.1852 -0.1843 -0.1843 -0.1865 0.0142 0.5399

トンネル工事 1070.6 - 1331.2 1253.2 1253.2 1306.0 -0.2619 - -0.2685 -0.2652 -0.2652 -0.2726 0.1118 0.4194

砂防・地すべり等工事 275.1 - 288.4 295.3 295.3 254.5 -0.1797 - -0.1738 -0.1767 -0.1767 -0.1700 0.1422 0.4132

道路維持工事 303.5 363.4 333.4 333.6 363.7 302.7 -0.1653 -0.1628 -0.1634 -0.1643 -0.1636 -0.1623 1.6840 0.2898

河川維持工事 635.1 - 697.2 697.9 697.9 633.0 -0.2406 - -0.2391 -0.2399 -0.2399 -0.2381 8.0310 0.2114

下水道工事(1) 103.2 133.3 119.9 116.7 116.7 112.6 -0.0941 -0.0975 -0.0966 -0.0954 -0.0954 -0.0981 0.5192 0.3472

下水道工事(2) 282.4 333.1 306.7 308.7 308.7 276.7 -0.1811 -0.1770 -0.1781 -0.1796 -0.1796 -0.1763 1.1316 0.3060

下水道工事(3) 366.6 - 422.5 412.8 412.8 395.6 -0.1891 - -0.1916 -0.1904 -0.1904 -0.1932 2.7078 0.2589

下水道工事(4) 186.2 225.2 206.0 205.4 205.4 188.0 -0.1419 -0.1404 -0.1408 -0.1414 -0.1414 -0.1401 0.6805 0.3202

公園工事 643.6 - 715.1 711.5 711.5 654.3 -0.2235 - -0.2229 -0.2232 -0.2232 -0.2225 13.5714 0.1739

コンクリードダム工事 115.6 - - - - - -0.0824 - - - - - 0.3392 0.3621

フィルダム工事 91.3 - - - - - -0.0673 - - - - - 0.1633 0.3963

電線共同溝工事 266.2 320.4 293.4 293.1 320.0 267.2 -0.1540 -0.1510 -0.1518 -0.1529 -0.1520 -0.1504 0.0035 0.6165

情報ボックス工事 1338.5 - 1523.7 1498.7 1498.7 1413.4 -0.2880 - -0.2881 -0.2881 -0.2881 -0.2881 3.6607 0.2249

（注）係数Ａ・Bの区分の施工地域区分は、「第Ⅰ編 第2章 ②間接工事費 3現場管理費」によるものとする。

別表－１

工種区分

係数A 係数B

係数a 係数b 一般交通

影響無し
大都市

一般交通影

響有り(1)

一般交通影

響有り(2)

市街地(DID

補正)

山間僻地及

び離島

一般交通

影響無し
大都市

一般交通影

響有り(1)

一般交通影

響有り(2)

市街地(DID

補正)

山間僻地及

び離島

河川工事 1901.4 - 2116.7 2104.1 2104.1 1939.0 -0.3284 - -0.3275 -0.3280 -0.3280 -0.3269 13.3999 0.1615

河川・道路構造物工事 410.4 - 453.5 452.4 452.4 413.5 -0.2019 - -0.2004 -0.2012 -0.2012 -0.1994 1.0955 0.3057

海岸工事 521.4 - 550.7 561.8 561.8 488.2 -0.2306 - -0.2255 -0.2280 -0.2280 -0.2224 4.2009 0.2226

道路改良工事 78.9 - 87.2 87.0 87.0 79.4 -0.0714 - -0.0698 -0.0706 -0.0706 -0.0688 2.4722 0.2611

鋼橋架設工事 4760.3 5819.2 5307.1 5271.4 5307.1 4867.7 -0.3805 -0.3793 -0.3796 -0.3801 -0.3796 -0.3791 8.9850 0.2036

ＰＣ橋工事 1238.0 - 1436.8 1399.1 1399.1 1351.0 -0.2884 - -0.2907 -0.2895 -0.2895 -0.2921 0.5348 0.3394

橋梁保全工事 3393.5 - 3979.5 3855.9 4318.8 3764.5 -0.3455 - -0.3485 -0.3470 -0.3483 -0.3504 1.6260 0.2838

舗装工事 923.0 1331.5 1162.5 1087.6 1254.4 1149.1 -0.2725 -0.2837 -0.2807 -0.2767 -0.2801 -0.2858 0.7817 0.3147

共同溝等工事

(1)
213.2 - 247.5 241.0 241.0 232.8 -0.1455 - -0.1480 -0.1468 -0.1468 -0.1496 0.4678 0.3598

共同溝等工事

(2)
314.1 - 363.9 354.7 354.7 341.7 -0.1833 - -0.1852 -0.1843 -0.1843 -0.1865 0.0142 0.5399

トンネル工事 1070.6 - 1331.2 1253.2 1253.2 1306.0 -0.2619 - -0.2685 -0.2652 -0.2652 -0.2726 0.1118 0.4194

砂防・地すべり等工事 275.1 - 288.4 295.3 295.3 254.5 -0.1797 - -0.1738 -0.1767 -0.1767 -0.1700 0.1422 0.4132

道路維持工事 303.5 363.4 333.4 333.6 363.7 302.7 -0.1653 -0.1628 -0.1634 -0.1643 -0.1636 -0.1623 1.6840 0.2898

河川維持工事 635.1 - 697.2 697.9 697.9 633.0 -0.2406 - -0.2391 -0.2399 -0.2399 -0.2381 8.0310 0.2114

下水道工事(1) 103.2 133.3 119.9 116.7 116.7 112.6 -0.0941 -0.0975 -0.0966 -0.0954 -0.0954 -0.0981 0.5192 0.3472

下水道工事(2) 282.4 333.1 306.7 308.7 308.7 276.7 -0.1811 -0.1770 -0.1781 -0.1796 -0.1796 -0.1763 1.1316 0.3060

下水道工事(3) 366.6 - 422.5 412.8 412.8 395.6 -0.1891 - -0.1916 -0.1904 -0.1904 -0.1932 2.7078 0.2589

下水道工事(4) 186.2 225.2 206.0 205.4 205.4 188.0 -0.1419 -0.1404 -0.1408 -0.1414 -0.1414 -0.1401 0.6805 0.3202

公園工事 643.6 - 715.1 711.5 711.5 654.3 -0.2235 - -0.2229 -0.2232 -0.2232 -0.2225 13.5714 0.1739

コンクリードダム工事 115.6 - - - - - -0.0824 - - - - - 0.3392 0.3621

フィルダム工事 91.3 - - - - - -0.0673 - - - - - 0.1633 0.3963

電線共同溝工事 266.2 320.4 293.4 293.1 320.0 267.2 -0.1540 -0.1510 -0.1518 -0.1529 -0.1520 -0.1504 0.0035 0.6165

情報ボックス工事 1338.5 - 1523.7 1498.7 1498.7 1413.4 -0.2880 - -0.2881 -0.2881 -0.2881 -0.2881 3.6607 0.2249

（注）係数Ａ・Bにおける施工地域区分は，「第Ⅰ編 第2章 ②間接工事費 3現場管理費」によるものとする。

別表－１

工種区分

係数A 係数B

係数a 係数b

(7) 一般管理費等については，施工箇所毎に分けない積算（以下，「通常の積算」）と同様とする。 

なお，一般管理費算出時の，共通仮設費率及び現場管理費率にかかる，施工地域を考慮した補正等

は，「親設計書」で設定した係数によるものとする。 

(7) 一般管理費等については，施工箇所毎に分けない積算（通常の積算）と同様とする。 

なお，一般管理費算出時の，共通仮設費率及び現場管理費率にかかる，施工地域を考慮した補正等

は，「親設計書」で設定した係数によるものとする。 

(4) 一般管理費等については，通常の積算と同様とする。 (4) 一般管理費等については，施工箇所毎に分けない積算（通常の変更積算）と同様とする。 



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.101

P.102



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.107



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.108



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.109



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.118

P.119



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.120



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.122

P.123



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.129

P.131



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.139



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.140

P.146

P.152 　　（新設）

P.153 　　（削除）

P.154



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.155

P.158



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.159

P.170

　　（削除）



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.176



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.177



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.178



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.179



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.180

P.192

P.193



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.196

P.197



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.198

P.200



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.201



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.205



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.208 　　（削除）

P.211

P.212



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.216

P.223

P.224

P.225

P.226



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.227

P.229

P.230



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.231



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.234

P.235

P.236

P.240



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.244

P.267

P.311 　　濁水処理 　　濁水処理

(1) 処理方針 

（ア）建設発生土の積極的な有効利用 

建設発生土に関しては、発生土処理地の確保が困難になっていることや資源の有効活用の

観点から、次により運用する。 

1）発生量の抑制 

「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱 H31.4.1」に基づき、必要に応じて土

質改良をするなど、発生量の抑制に努める。 

(1) 処理方針 

（ア）建設発生土の積極的な有効利用 

建設発生土に関しては、発生土処理地の確保が困難になっていることや資源の有効活用の

観点から、次により運用する。 

1）発生量の抑制 

「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱 R6.4.1」に基づき、必要に応じて土

質改良をするなど、発生量の抑制に努める。 



【県版　新旧対照表】

ページ番号 改                    定現                    行 備    考

土木工事編業　　種

P.347 (注) 1．諸雑費はコンクリートバケット、バイブレータ、型枠等の費用であり、労務費の合計額に上

表の率を乗じた金額を上限とする。 

2．運搬距離20m程度の人力による小運搬距離を含む。 

3．基礎コンクリート及び天端コンクリートは、「第Ⅱ編第2章③コンクリートブロック積（張）

工」による。 

4．胴込コンクリート量は、雑割石の場合は面積に控長の1/2を乗じたものとする。 

(注) 1．諸雑費はコンクリートバケット、バイブレータ、型枠等の費用であり、労務費の合計額に上

表の率を乗じた金額を上限とする。 

2．運搬距離20m程度の人力による小運搬距離を含む。 

3．現場打基礎コンクリート及び現場打天端コンクリートは、「国版 第Ⅱ編第 2 章③コンクリ

ートブロック積（張）工」による。 

4．胴込コンクリート量は、雑割石の場合は面積に控長の1/2を乗じたものとする。 


